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  制限の緩和措置

■ 適用の除外
〇　既存不適格建築物
➡　高度地区が施行された際に、既にある建築物や工事中の建築物で、高度地区による最高限度
に適合しない建築物（「既存不適格建築物」といいます）については、高度地区による制限は
適用しないものとします。
ただし、高度地区が施行された後で、既存不適格建築物に増築等をする際には高度地区によ
る制限が適用されることとなります。

〇　既存不適格建築物の小規模な増築等
➡　既存不適格建築物が現に存する敷地において増築等をする場合で、増築等の部分が機械室、
管理人室、駐輪場、その他当該建築物の維持管理等に必要なもので、かつ、小規模なものに
ついては、高度地区による制限は適用しないものとします。

〇　地区計画の区域
➡　地区計画の区域（地区整備計画が定められている範囲に限る）内において、当該地区計画の
内容に適合する建築物については、高度地区による制限は適用しないものとします。

■ 特例による認定
〇　既存不適格建築物の増築等
➡　既存不適格建築物の増築等で、増築等に係る部分が高度地区の高さの制限の範囲内である場
合（新たに不適格部分を生じさせない場合）は、特定による認定により、増築等ができるも
のとします。

■ 特例による許可
〇　既存不適格建築物の建替え等
➡　既存不適格建築物については、高度地区が指定された時点で既にある建築物の高さ以下で、
制限を超える部分が既存建築物の規模、形状、用途と同程度である場合は、特定による許可
により、１回に限り建替えができるものとします。

〇　大規模敷地を有する建築物
➡　大規模敷地（5,000 ㎡以上）を有し、空地の確保や壁面の後退など周辺の市街地環境の向上
に貢献すると認められる建築物については、特定による許可により、一定の範囲内で建築が
できるものとします。

〇　公益上必要な建築物
➡　病院、学校、消防署等の公益上必要な建築物のうち、高度地区の制限により当該建築物の機
能が損なわれるおそれがある場合や、周囲の状況からやむを得ない場合に限り、特例による
許可により、高度地区の制限を解除するものとします。

  地区計画の活用例   地区計画の作り方（参考例）
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地区計画制度の代表的な活用例は、次のようになります。

市街地育成型

現　状

　土地区画整理事業等で計画的
に基盤整備が行われており、整
然とした街区が形成されていま
すが、建築物の立地はこれから
です。

　各敷地において、土地所有者が用途

地域に基づく制限の範囲内で、バラバ

ラな土地利用や建蔽率・容積率の建築

物立地を行うことになるため、地区全

体として環境の劣った雑然とした市街

地が形成されてしまう恐れがあります。

　地区計画は地区にお住まいの皆様が日頃「まちづくり」に関する希望や考えを持ち寄り、「まちづくりの案（地
区計画の素案）」を作ることから始めます。それに対して、市がお手伝いをします。
　また、できあがった「地区計画の素案」は、都市計画法の手続きを経ると、「地区計画」として決定されます。放
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し
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面積の最低限度、建築物の高さの最高

限度等について、一定のルールを定め

ておけば、良好な環境をもった市街地

に育成していくことができます。

自分たちの住んでいるまちへの関心や、
問題意識を持つことから始まります。
例えば…「今の環境を守りたい」
　　　　「もっと良いまちにしたい」など
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具体的なルールの検討

・素案の修正
・素案の完成
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・まちづくりの組織づくり

・地区の現状把握

・地区の問題点の認識
まちづくりの課題抽出

・まちづくり制度の理解
解決策（手法）の検討
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環境改善・形成型

現　状

　市街地が進行してきており、
農地内で虫食い的な宅地化が
進み、ミニ開発のための行き
止まり道路が形成されてきて
います。

　小さな敷地による建てづまりや、袋小
路が多くなり、消防車などの進入も容易
ではなく、避難路も確保されない災害に
弱いまちができる恐れがあります。
　また、高い建築物の出現によって日照
や通風等の問題が心配されるところも
でてきます。
　駅前地区においては、道路や駅前広
場が充分に確保されないため、商店街
の活性化もままなりません。

放
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　地区計画により既存の道路や緑を生
かした地区の将来像を定めておけば、
宅地化が進んでも、ある程度の都市基
盤が確保されます。
　また、敷地面積の最低限度や、建築
物の高さの最高限度を定めておけば、
適正な密度のまちなみに誘導できます。
　駅前地区等では、一定規模の商業地
形成を誘導することも可能です。
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環境保全・維持型

現　状

　家なみが揃い、緑豊かで良
好な環境の住宅地ですが、将
来もこの状態を維持できる保
証はありません。

　土地相続時や子どもの独立時などに、
無秩序な敷地の細分化や土地の高度利
用が行われる可能性があり、結果として
緑の少ない高密度な建てづまり地区に
変貌していく恐れがあります。
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　地区計画により、敷地面積の最低限

度や建築物の高さの最高限度等につい

て一定のルールを定めておけば、ある

程度の敷地の分割が行われても、全体

として一定水準の良好な環境を維持で

きます。
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地区計画案の作成

原案の縦覧

市都市計画審議会

都市計画決定・告示

建築基準法に基づく条例化

案の作成

問い合わせ先
【制度について】

さいたま市 都市局 都市計画部 都市計画課
TEL 048-829-1403　FAX 048-829-1979
MAIL toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp

【区域等の確認について】
西区／北区／大宮区／見沼区／岩槻区の場合
北部都市計画指導課　TEL 048-646-3178
中央区／桜区／浦和区／南区／緑区の場合
南部都市計画指導課　TEL 048-840-6178

このパンフレットは2,000部作成し、１部当たりの作成費用は57円です。
令和8年3月　発行



Ａ：敷地面積
Ｂ：建築面積
Ｃ：建物の高さ
Ｄ：壁面の位置

Ｃ

Ｄ

建築物の高さを決める

公園や広場の位置と
規模を決める

壁面の位置を
決める

道路の位置や
幅を決める

垣又はさくの
構造を決める

敷地の大きさを
決める

外壁の形態、
色調などを決める

建築物の大きさや
使いみちを決める

外壁などを
落ち着いた色調に
統一する

　地区の目指す市街地形成にふさわしくな
い用途であっても、用途地域による制限の
範囲内であれば、その立地を防ぐことがで
きません。
　地区計画では、良好な環境の街区が形成
されるようその地区にふさわしくない用途
の立地を防ぐことができます。

　建築物の敷地が細分化されると、小規模
住宅による密集市街地が形成されるなど、
敷地内に必要とされる空地の確保が困難と
なり、環境を悪化させることが考えられま
す。地区計画では、ゆとりある市街地の形
成を図るため、敷地面積の最低限度を定め
ることができます。

　敷地内の建築物の割合をある一定値以
下とすることにより、ゆとりの空間が確保
され、良好な日照や通風が得られるように
なります。

  地区計画制度の概要   地区計画の具体的内容
私たちが建築物を建てる場合、法律として決められている約束事がいくつかあります。家を建てる場合の

容積率や建蔽率の制限などはその代表的なものですが、これらはいずれも最低限守るべき内容であり、これ
さえ守っていれば良い環境になるとは限りません。地区計画制度は、地区の特性に応じてきめ細かな規制内
容を定めることにより、より良いまちへと誘導することを目的とした制度です。

　具体的には、住民の皆様が住んでいるまちを、今後どのように育てていくのか、その基本的な方針を皆様
とともに明らかにし、まちの将来像を定め、それを実現させていく上で必要となるまちづくりのルールを決
めるものです。

　まちづくりのルール（地区計画）を定めた地区内において宅地を造成したり、建築物を建てる時は、このルー
ルに従って行われることになり、地区の宅地化（市街化）や建物の建て替えが進むにつれて、計画的に住み
よいまちがつくられていきます。

　この地区計画制度の特色を少し詳しくみてみますと、次のようになります。

地区レベルの総合かつ詳細な計画制度

地区計画制度は、地区レベルでの計画的な市街地形成の誘導をめざす制度です。つまり、地区を単位と
して、公共施設、建築物、土地利用に関する事項を、一体的、総合的に一つの詳細な計画として定めるも
のです。

誘導・規制による計画の実現

地区計画制度は、土地区画整理事業などの事業手法ではありません。計画区域内で発生する個別の開発・
建築行為を、地区計画に沿って誘導・規制することによって、計画の実現が図られることになります。

自由度の高い計画制度（メニュー方式）

　地区計画制度は、多様な市街地にきめ細かく対応するために、地区計画として定める内容やそれを実現
するための規則手段を、各地区の状況に応じて選択できるメニュー方式となっています。（メニューにつ
いては、右頁を参照してください。）

住民参加のまちづくりをめざす手法

地区計画制度は、計画案づくりの段階から地区の皆様の意向を十分反映することが義務づけられた、い
わゆる住民参加のまちづくりの手法です。

　地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」によって構成されています。

地区計画の方針
　　対象地区を今後どのようなまちにしていくのか、その基本方向を明らかにするもので、まちづ
くりの目標やそのための土地利用の方針、地区施設・建築物等の整備の方針及びその他の整備・
開発・保全の方針を必要に応じて定めていきます。
　この対象区域を「地区計画区域」と呼びます。

地区整備計画 地区計画の方針に沿って地区を育てていくために必要となる具体的事項を定めるものです。地
区の特性・状況に応じて、下記のメニューの中から必要な項目を選択して決めていきます。
　この対象区域を「地区整備計画区域」と呼びます。
　なお、地区整備計画区域については、地区の特性に応じて、さらにいくつかの地区に区分して、
計画内容に違いをもたすこともできます。

【地区整備計画で定める内容のメニュー】

① 道路、公園、緑地などの地区施設の配置及び規模
② 建築物等の用途の制限
③ 建築物の容積率の最高限度
④ 建築物の建蔽率の最高限度
⑤ 建築物の敷地面積の最低限度
⑥ 壁面の位置の制限
⑦ 建築物等の高さの最高限度
⑧ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
⑨ 垣又はさくの構造の制限

 など

建築物等の用途の制限

敷地面積の最低限度の設定

　地区のめざす景観形成を進めるため、
屋根の形や外壁の色彩を定めることがで
きます。
　また、屋外広告物の色彩、装飾などを
規制することもできます。

建築物等の形態・意匠の制限

　垣またはさくの構造を安全で開放感の
あるものにすれば、歩行者への圧迫感が
低減し、地震等の災害時も安心です。
　また、商業地では道路に面して垣、さ
くをつくらないように定めることができ
ます。

垣またはさくの制限

　周辺より極端に高い建築物は、まちなみ
の景観を乱すだけでなく、隣家への日照・
通風を悪化させ圧迫感をもたらすこともあ
ります。
　地区計画では、その地区にふさわしい高
さに建築物を制限することができます。

建築物の高さの制限

　道路境界及び隣地境界から建築物までの
最低距離を定めることにより、敷地内に空
間が確保でき、圧迫感の少ないまちなみと
なり、良好な日照や通風を得られるように
なります。
　また商業地では、ゆとりある歩行者空間
を確保できます。

壁 面 の 位 置 の 制 限

建蔽率の最高限度の制限

　これらについては、既存の敷地
や建築物についてまで制限を加え
るものではなく、新築・建て替え、
土地を分割するときなどに守って
いただくものです
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⑥ 壁面の位置の制限
⑦ 建築物等の高さの最高限度
⑧ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
⑨ 垣又はさくの構造の制限

 など

建築物等の用途の制限

敷地面積の最低限度の設定

　地区のめざす景観形成を進めるため、
屋根の形や外壁の色彩を定めることがで
きます。
　また、屋外広告物の色彩、装飾などを
規制することもできます。

建築物等の形態・意匠の制限

　垣またはさくの構造を安全で開放感の
あるものにすれば、歩行者への圧迫感が
低減し、地震等の災害時も安心です。
　また、商業地では道路に面して垣、さ
くをつくらないように定めることができ
ます。

垣 ま た は さ く の 制 限

　周辺より極端に高い建築物は、まちなみ
の景観を乱すだけでなく、隣家への日照・
通風を悪化させ圧迫感をもたらすこともあ
ります。
　地区計画では、その地区にふさわしい高
さに建築物を制限することができます。

建 築 物 の 高 さ の 制 限

　道路境界及び隣地境界から建築物までの
最低距離を定めることにより、敷地内に空
間が確保でき、圧迫感の少ないまちなみと
なり、良好な日照や通風を得られるように
なります。
　また商業地では、ゆとりある歩行者空間
を確保できます。

壁 面 の 位 置 の 制 限

建蔽率の最高限度の制限

　これらについては、既存の敷地
や建築物についてまで制限を加え
るものではなく、新築・建て替え、
土地を分割するときなどに守って
いただくものです



地区計画の
制度について

地区計画一覧 区域の確認は
こちら

（さいたま市地図情報）

地区計画
と

まちづくり

  制限の緩和措置

■ 適用の除外
〇　既存不適格建築物
➡　高度地区が施行された際に、既にある建築物や工事中の建築物で、高度地区による最高限度
に適合しない建築物（「既存不適格建築物」といいます）については、高度地区による制限は
適用しないものとします。
ただし、高度地区が施行された後で、既存不適格建築物に増築等をする際には高度地区によ
る制限が適用されることとなります。

〇　既存不適格建築物の小規模な増築等
➡　既存不適格建築物が現に存する敷地において増築等をする場合で、増築等の部分が機械室、
管理人室、駐輪場、その他当該建築物の維持管理等に必要なもので、かつ、小規模なものに
ついては、高度地区による制限は適用しないものとします。

〇　地区計画の区域
➡　地区計画の区域（地区整備計画が定められている範囲に限る）内において、当該地区計画の
内容に適合する建築物については、高度地区による制限は適用しないものとします。

■ 特例による認定
〇　既存不適格建築物の増築等
➡　既存不適格建築物の増築等で、増築等に係る部分が高度地区の高さの制限の範囲内である場
合（新たに不適格部分を生じさせない場合）は、特定による認定により、増築等ができるも
のとします。

■ 特例による許可
〇　既存不適格建築物の建替え等
➡　既存不適格建築物については、高度地区が指定された時点で既にある建築物の高さ以下で、
制限を超える部分が既存建築物の規模、形状、用途と同程度である場合は、特定による許可
により、１回に限り建替えができるものとします。

〇　大規模敷地を有する建築物
➡　大規模敷地（5,000 ㎡以上）を有し、空地の確保や壁面の後退など周辺の市街地環境の向上
に貢献すると認められる建築物については、特定による許可により、一定の範囲内で建築が
できるものとします。

〇　公益上必要な建築物
➡　病院、学校、消防署等の公益上必要な建築物のうち、高度地区の制限により当該建築物の機
能が損なわれるおそれがある場合や、周囲の状況からやむを得ない場合に限り、特例による
許可により、高度地区の制限を解除するものとします。

  地区計画の活用例   地区計画の作り方（参考例）

地区の皆さま

ま ち づ く り の 実 現 へ

市

地区計画制度の代表的な活用例は、次のようになります。

市街地育成型

現　状

　土地区画整理事業等で計画的
に基盤整備が行われており、整
然とした街区が形成されていま
すが、建築物の立地はこれから
です。

　各敷地において、土地所有者が用途

地域に基づく制限の範囲内で、バラバ

ラな土地利用や建蔽率・容積率の建築

物立地を行うことになるため、地区全

体として環境の劣った雑然とした市街

地が形成されてしまう恐れがあります。

　地区計画は地区にお住まいの皆様が日頃「まちづくり」に関する希望や考えを持ち寄り、「まちづくりの案（地
区計画の素案）」を作ることから始めます。それに対して、市がお手伝いをします。
　また、できあがった「地区計画の素案」は、都市計画法の手続きを経ると、「地区計画」として決定されます。放

置
し
た
場
合

ま
ち
づ
く
り
の

発
　
意　地区計画により、建築物用途、敷地

面積の最低限度、建築物の高さの最高

限度等について、一定のルールを定め

ておけば、良好な環境をもった市街地

に育成していくことができます。

自分たちの住んでいるまちへの関心や、
問題意識を持つことから始まります。
例えば…「今の環境を守りたい」
　　　　「もっと良いまちにしたい」など

地
区
計
画
素
案
の

作
　
成

・まちづくりの目標
具体的なルールの検討

・素案の修正
・素案の完成

課
題
と
解
決
策
の
検
討

相
談
・
支
援

・まちづくりの組織づくり

・地区の現状把握

・地区の問題点の認識
まちづくりの課題抽出

・まちづくり制度の理解
解決策（手法）の検討

地
区
計
画
導
入

環境改善・形成型

現　状

　市街地が進行してきており、
農地内で虫食い的な宅地化が
進み、ミニ開発のための行き
止まり道路が形成されてきて
います。

　小さな敷地による建てづまりや、袋小
路が多くなり、消防車などの進入も容易
ではなく、避難路も確保されない災害に
弱いまちができる恐れがあります。
　また、高い建築物の出現によって日照
や通風等の問題が心配されるところも
でてきます。
　駅前地区においては、道路や駅前広
場が充分に確保されないため、商店街
の活性化もままなりません。

放
置
し
た
場
合

　地区計画により既存の道路や緑を生
かした地区の将来像を定めておけば、
宅地化が進んでも、ある程度の都市基
盤が確保されます。
　また、敷地面積の最低限度や、建築
物の高さの最高限度を定めておけば、
適正な密度のまちなみに誘導できます。
　駅前地区等では、一定規模の商業地
形成を誘導することも可能です。

地
区
計
画
導
入

環境保全・維持型

現　状

　家なみが揃い、緑豊かで良
好な環境の住宅地ですが、将
来もこの状態を維持できる保
証はありません。

　土地相続時や子どもの独立時などに、
無秩序な敷地の細分化や土地の高度利
用が行われる可能性があり、結果として
緑の少ない高密度な建てづまり地区に
変貌していく恐れがあります。

放
置
し
た
場
合

　地区計画により、敷地面積の最低限

度や建築物の高さの最高限度等につい

て一定のルールを定めておけば、ある

程度の敷地の分割が行われても、全体

として一定水準の良好な環境を維持で

きます。

地
区
計
画
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入

合意形成

意見書の提出

都
市
計
画
決
定
ま
で

地
区
計
画
の
素
案
を
つ
く
る
ま
で

地区計画案の作成

原案の縦覧

市都市計画審議会

都市計画決定・告示

建築基準法に基づく条例化

案の作成

問い合わせ先
【制度について】

さいたま市 都市局 都市計画部 都市計画課
TEL 048-829-1403　FAX 048-829-1979
MAIL toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp

【区域等の確認について】
西区／北区／大宮区／見沼区／岩槻区の場合
北部都市計画指導課　TEL 048-646-3178
中央区／桜区／浦和区／南区／緑区の場合
南部都市計画指導課　TEL 048-840-6178

このパンフレットは2,000部作成し、１部当たりの作成費用は57円です。
令和8年3月　発行



Ａ：敷地面積
Ｂ：建築面積
Ｃ：建物の高さ
Ｄ：壁面の位置

Ｃ

Ｄ

建築物の高さを決める

公園や広場の位置と
規模を決める

壁面の位置を
決める

道路の位置や
幅を決める

垣又はさくの
構造を決める

敷地の大きさを
決める

外壁の形態、
色調などを決める

建築物の大きさや
使いみちを決める

外壁などを
落ち着いた色調に
統一する

　地区の目指す市街地形成にふさわしくな
い用途であっても、用途地域による制限の
範囲内であれば、その立地を防ぐことがで
きません。
　地区計画では、良好な環境の街区が形成
されるようその地区にふさわしくない用途
の立地を防ぐことができます。

　建築物の敷地が細分化されると、小規模
住宅による密集市街地が形成されるなど、
敷地内に必要とされる空地の確保が困難と
なり、環境を悪化させることが考えられま
す。地区計画では、ゆとりある市街地の形
成を図るため、敷地面積の最低限度を定め
ることができます。

　敷地内の建築物の割合をある一定値以
下とすることにより、ゆとりの空間が確保
され、良好な日照や通風が得られるように
なります。

  地区計画制度の概要   地区計画の具体的内容
私たちが建築物を建てる場合、法律として決められている約束事がいくつかあります。家を建てる場合の

容積率や建蔽率の制限などはその代表的なものですが、これらはいずれも最低限守るべき内容であり、これ
さえ守っていれば良い環境になるとは限りません。地区計画制度は、地区の特性に応じてきめ細かな規制内
容を定めることにより、より良いまちへと誘導することを目的とした制度です。

　具体的には、住民の皆様が住んでいるまちを、今後どのように育てていくのか、その基本的な方針を皆様
とともに明らかにし、まちの将来像を定め、それを実現させていく上で必要となるまちづくりのルールを決
めるものです。

　まちづくりのルール（地区計画）を定めた地区内において宅地を造成したり、建築物を建てる時は、このルー
ルに従って行われることになり、地区の宅地化（市街化）や建物の建て替えが進むにつれて、計画的に住み
よいまちがつくられていきます。

　この地区計画制度の特色を少し詳しくみてみますと、次のようになります。

地区レベルの総合かつ詳細な計画制度

地区計画制度は、地区レベルでの計画的な市街地形成の誘導をめざす制度です。つまり、地区を単位と
して、公共施設、建築物、土地利用に関する事項を、一体的、総合的に一つの詳細な計画として定めるも
のです。

誘導・規制による計画の実現

地区計画制度は、土地区画整理事業などの事業手法ではありません。計画区域内で発生する個別の開発・
建築行為を、地区計画に沿って誘導・規制することによって、計画の実現が図られることになります。

自由度の高い計画制度（メニュー方式）

　地区計画制度は、多様な市街地にきめ細かく対応するために、地区計画として定める内容やそれを実現
するための規則手段を、各地区の状況に応じて選択できるメニュー方式となっています。（メニューにつ
いては、右頁を参照してください。）

住民参加のまちづくりをめざす手法

地区計画制度は、計画案づくりの段階から地区の皆様の意向を十分反映することが義務づけられた、い
わゆる住民参加のまちづくりの手法です。

　地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」によって構成されています。

地区計画の方針
　　対象地区を今後どのようなまちにしていくのか、その基本方向を明らかにするもので、まちづ
くりの目標やそのための土地利用の方針、地区施設・建築物等の整備の方針及びその他の整備・
開発・保全の方針を必要に応じて定めていきます。
　この対象区域を「地区計画区域」と呼びます。

地区整備計画 地区計画の方針に沿って地区を育てていくために必要となる具体的事項を定めるものです。地
区の特性・状況に応じて、下記のメニューの中から必要な項目を選択して決めていきます。
　この対象区域を「地区整備計画区域」と呼びます。
　なお、地区整備計画区域については、地区の特性に応じて、さらにいくつかの地区に区分して、
計画内容に違いをもたすこともできます。

【地区整備計画で定める内容のメニュー】

① 道路、公園、緑地などの地区施設の配置及び規模
② 建築物等の用途の制限
③ 建築物の容積率の最高限度
④ 建築物の建蔽率の最高限度
⑤ 建築物の敷地面積の最低限度
⑥ 壁面の位置の制限
⑦ 建築物等の高さの最高限度
⑧ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
⑨ 垣又はさくの構造の制限

 など

建築物等の用途の制限

敷地面積の最低限度の設定

　地区のめざす景観形成を進めるため、
屋根の形や外壁の色彩を定めることがで
きます。
　また、屋外広告物の色彩、装飾などを
規制することもできます。

建築物等の形態・意匠の制限

　垣またはさくの構造を安全で開放感の
あるものにすれば、歩行者への圧迫感が
低減し、地震等の災害時も安心です。
　また、商業地では道路に面して垣、さ
くをつくらないように定めることができ
ます。

垣 ま た は さ く の 制 限

　周辺より極端に高い建築物は、まちなみ
の景観を乱すだけでなく、隣家への日照・
通風を悪化させ圧迫感をもたらすこともあ
ります。
　地区計画では、その地区にふさわしい高
さに建築物を制限することができます。

建 築 物 の 高 さ の 制 限

　道路境界及び隣地境界から建築物までの
最低距離を定めることにより、敷地内に空
間が確保でき、圧迫感の少ないまちなみと
なり、良好な日照や通風を得られるように
なります。
　また商業地では、ゆとりある歩行者空間
を確保できます。

壁 面 の 位 置 の 制 限

建蔽率の最高限度の制限

　これらについては、既存の敷地
や建築物についてまで制限を加え
るものではなく、新築・建て替え、
土地を分割するときなどに守って
いただくものです
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  制限の緩和措置

■ 適用の除外
〇　既存不適格建築物
➡　高度地区が施行された際に、既にある建築物や工事中の建築物で、高度地区による最高限度
に適合しない建築物（「既存不適格建築物」といいます）については、高度地区による制限は
適用しないものとします。
ただし、高度地区が施行された後で、既存不適格建築物に増築等をする際には高度地区によ
る制限が適用されることとなります。

〇　既存不適格建築物の小規模な増築等
➡　既存不適格建築物が現に存する敷地において増築等をする場合で、増築等の部分が機械室、
管理人室、駐輪場、その他当該建築物の維持管理等に必要なもので、かつ、小規模なものに
ついては、高度地区による制限は適用しないものとします。

〇　地区計画の区域
➡　地区計画の区域（地区整備計画が定められている範囲に限る）内において、当該地区計画の
内容に適合する建築物については、高度地区による制限は適用しないものとします。

■ 特例による認定
〇　既存不適格建築物の増築等
➡　既存不適格建築物の増築等で、増築等に係る部分が高度地区の高さの制限の範囲内である場
合（新たに不適格部分を生じさせない場合）は、特定による認定により、増築等ができるも
のとします。

■ 特例による許可
〇　既存不適格建築物の建替え等
➡　既存不適格建築物については、高度地区が指定された時点で既にある建築物の高さ以下で、
制限を超える部分が既存建築物の規模、形状、用途と同程度である場合は、特定による許可
により、１回に限り建替えができるものとします。

〇　大規模敷地を有する建築物
➡　大規模敷地（5,000 ㎡以上）を有し、空地の確保や壁面の後退など周辺の市街地環境の向上
に貢献すると認められる建築物については、特定による許可により、一定の範囲内で建築が
できるものとします。

〇　公益上必要な建築物
➡　病院、学校、消防署等の公益上必要な建築物のうち、高度地区の制限により当該建築物の機
能が損なわれるおそれがある場合や、周囲の状況からやむを得ない場合に限り、特例による
許可により、高度地区の制限を解除するものとします。

  地区計画の活用例   地区計画の作り方（参考例）

地区の皆さま

ま ち づ く り の 実 現 へ

市

地区計画制度の代表的な活用例は、次のようになります。

市街地育成型

現　状

　土地区画整理事業等で計画的
に基盤整備が行われており、整
然とした街区が形成されていま
すが、建築物の立地はこれから
です。

　各敷地において、土地所有者が用途

地域に基づく制限の範囲内で、バラバ

ラな土地利用や建蔽率・容積率の建築

物立地を行うことになるため、地区全

体として環境の劣った雑然とした市街

地が形成されてしまう恐れがあります。

　地区計画は地区にお住まいの皆様が日頃「まちづくり」に関する希望や考えを持ち寄り、「まちづくりの案（地
区計画の素案）」を作ることから始めます。それに対して、市がお手伝いをします。
　また、できあがった「地区計画の素案」は、都市計画法の手続きを経ると、「地区計画」として決定されます。放

置
し
た
場
合

ま
ち
づ
く
り
の

発
　
意　地区計画により、建築物用途、敷地

面積の最低限度、建築物の高さの最高

限度等について、一定のルールを定め

ておけば、良好な環境をもった市街地

に育成していくことができます。

自分たちの住んでいるまちへの関心や、
問題意識を持つことから始まります。
例えば…「今の環境を守りたい」
　　　　「もっと良いまちにしたい」など

地
区
計
画
素
案
の

作
　
成

・まちづくりの目標
具体的なルールの検討

・素案の修正
・素案の完成

課
題
と
解
決
策
の
検
討

相
談
・
支
援

・まちづくりの組織づくり

・地区の現状把握

・地区の問題点の認識
まちづくりの課題抽出

・まちづくり制度の理解
解決策（手法）の検討

地
区
計
画
導
入

環境改善・形成型

現　状

　市街地が進行してきており、
農地内で虫食い的な宅地化が
進み、ミニ開発のための行き
止まり道路が形成されてきて
います。

　小さな敷地による建てづまりや、袋小
路が多くなり、消防車などの進入も容易
ではなく、避難路も確保されない災害に
弱いまちができる恐れがあります。
　また、高い建築物の出現によって日照
や通風等の問題が心配されるところも
でてきます。
　駅前地区においては、道路や駅前広
場が充分に確保されないため、商店街
の活性化もままなりません。

放
置
し
た
場
合

　地区計画により既存の道路や緑を生
かした地区の将来像を定めておけば、
宅地化が進んでも、ある程度の都市基
盤が確保されます。
　また、敷地面積の最低限度や、建築
物の高さの最高限度を定めておけば、
適正な密度のまちなみに誘導できます。
　駅前地区等では、一定規模の商業地
形成を誘導することも可能です。

地
区
計
画
導
入

環境保全・維持型

現　状

　家なみが揃い、緑豊かで良
好な環境の住宅地ですが、将
来もこの状態を維持できる保
証はありません。

　土地相続時や子どもの独立時などに、
無秩序な敷地の細分化や土地の高度利
用が行われる可能性があり、結果として
緑の少ない高密度な建てづまり地区に
変貌していく恐れがあります。

放
置
し
た
場
合

　地区計画により、敷地面積の最低限

度や建築物の高さの最高限度等につい

て一定のルールを定めておけば、ある

程度の敷地の分割が行われても、全体

として一定水準の良好な環境を維持で

きます。

地
区
計
画
導
入

合意形成

意見書の提出

都
市
計
画
決
定
ま
で

地
区
計
画
の
素
案
を
つ
く
る
ま
で

地区計画案の作成

原案の縦覧

市都市計画審議会

都市計画決定・告示

建築基準法に基づく条例化

案の作成

問い合わせ先
【制度について】

さいたま市 都市局 都市計画部 都市計画課
TEL 048-829-1403　FAX 048-829-1979
MAIL toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp

【区域等の確認について】
西区／北区／大宮区／見沼区／岩槻区の場合
北部都市計画指導課　TEL 048-646-3178
中央区／桜区／浦和区／南区／緑区の場合
南部都市計画指導課　TEL 048-840-6178

このパンフレットは2,000部作成し、１部当たりの作成費用は57円です。
令和8年3月　発行




